
有
精
堂
（
昭
お
・
刊
）

福
井
久
蔵
著

山
岸
徳
平
補
訂

大
塚
竜
夫
著

潟
久
孝

共
著

佐
伯
梅
友

藤
村
作
著

国
語
国
文
学
研
究
大
成
7

西
下
経
一
著
三
省
堂
（
昭
お
刊
）

実

方

清

万
葉
集
全
註
釈
竺
一
、
十
二
、
十
一
二
）
武
田
祐
士
口
著

角
川
書
店
（
昭
沼
刊
）

枕
詞
の
研
究
と
釈
義

有
精
堂
（
昭
お
刊
）

枕
詞
辞
典

創
元
社
（
昭
訪
刊
）

新
校
万
葉
集

創
元
社
（
昭
訪
刊
）

日
本
文
学
大
辞
典

新
潮
社
（
昭
お
刊
）

1原

)I頂

伝

日
μ

一三日

考

杉
浦
（
伊
藤
）
辰
子

序

源
順
は
嵯
峨
天
皇
の
曾
孫
で
あ
り
、
和
漢
の
学
に
達
し
詩
文
や
和

歌
に
巧
な
人
物
で
あ
っ
た
。
所
謂
、
梨
査
の
五
人
の
う
ち
で
も
随
一

に
数
え
ら
れ
、
か
っ
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人
に
選
ば
れ
て
い
る
。
彼

の
私
家
集
に
は
、
そ
う
し
た
賢
才
ぶ
り
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
さ

れ
丈
い
る
。
し
か
し
、
一
方
彼
は
刻
苦
勉
励
し
て
学
聞
に
励
ん
だ
の

で
あ
っ
た
。

本
稿
は
、
源
順
集
を
市
心
に
本
朝
文
粋
、
扶
桑
集
、
和
漢
朗
詠
集
、

朝
野
群
載
、
和
名
類
磁
界
妙
、
勅
撰
集
、
平
安
朝
の
歌
合
、
天
徳
三
年

闘
詩
記
、
二
一
十
六
人
歌
仙
伝
等
を
参
照
し
て
彼
の
作
口
叩
特
に
和
歌

漢
詩
文
に
よ
っ
て
、
彼
の
家
庭
、
創
作
活
動
、
一
詠
歌
事
情
、
交
際
関

係
、
人
物
等
に
つ
い
て
、
考
察
し
、
彼
の
事
蹟
や
伝
記
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
い
う
の
が
目
的
で
あ
る
。

な
お
、
源
順
集
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
如
き
点
に
留
意
し

た。

源
順
集
は
底
木
と
し
て
続
国
歌
大
観
所
収
（
歌
仙
家
集
本
に
よ

る
）
の
も
の
を
使
用
す
る
。

本
稿
は
続
国
家
大
観
の
源
順
集
の
番
号
を
使
用
す
る
。
但
し
、

〔
一
八
九

O
一
〕
か
ら
〔
一
九
一
一
七
〕
ま
で
が
源
順
の
も
の
で

あ
る
。

底
本
以
外
の
引
用
歌
は
そ
の
資
料
に
よ
る
番
号
を
用
い
る
こ
と
に

す
る
。

ハ
円
順
の
家
庭

源
順
は
嵯
峨
天
皇
の
子
孫
で
あ
る
。
彼
の
略
伝
を
－
記
し
た
三
十
六

人
歌
仙
伝
に
よ
れ
ば
、
永
観
元
年
に
年
七
十
三
卒
と
あ
る
か
ら
逆
算

し
て
延
喜
十
一
年
の
生
れ
と
い
う
こ
と
じ
な
る
。
彼
の
系
図
を
尊
卑

分
脈
に
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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ま
ず
、
順
の
父
母
、
兄
弟
、
妻
、

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

順
の
父
は
系
図
に
あ
げ
た
通
り
挙
で
あ
る
。
だ
が
挙
に
つ
い
て
は

源
定
の
孫
、
至
の
子
、
左
馬
助
で
あ
っ
た
と
い
う
事
の
ほ
か
明
ら
か
’

で
は
な
い
。
挙
が
世
を
去
っ
た
の
は
扶
桑
集
の
五
嘆
吟
弁
序
に
よ
っ

て
、
順
が
二
十
才
の
延
長
八
年
の
夏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

母
に
つ
い
て
は
、
資
料
な
き
に
よ
っ
て
究
明
す
～
へ
く
も
な
い
。
た

だ
、
父
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
五
嘆
吟
井
序
に
よ
れ
ば
、
承
平
五

年
秋
に
順
の
母
某
が
卒
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
詩
文
か
ら
母
は
橘
系

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
倭
名
類
家
妙
の
序
文
に
よ

っ
て
は
勤
子
内
親
王
の
女
房
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
兄
弟
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
系
図
に
よ
れ
ば
先
の
通
り
、
順

と
頼
し
か
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
扶
桑
集
の
五
嘆
吟
井
序
に
よ
れ

ば
、
明
ら
か
に
二
人
の
兄
が
あ
っ
た
事
が
窺
わ
れ
、
順
は
末
子
か
と

思
わ
れ
る
。

順
の
妻
に
つ
い
て
は
、
い
つ
頃
誰
と
結
婚
し
た
の
か
明
ら
か
に
で

き
な
い
し
、
ま
た
、
恋
の
相
手
も
見
ら
れ
な
い
。
強
い
て
女
性
関
係

を
あ
げ
れ
ば
、
拾
遺
和
歌
集
の

子
供
に
つ
い
て
述
べ
家
庭
環
境
を

女
の
も
と
よ
り
く
ら
き
に
帰
り
て
遣
は
し
け
る
〔
七
三
六
〕

く
ら
い
で
あ
る
。
順
が
女
性
関
係
で
浮
い
た
話
も
な
く
勉
強
一
筋
の

人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
賢
実
さ
が
窺
わ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
順
の
子
供
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
系
図
に
見
え
る
の
は

貞
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
集
に
よ
る
と
死
亡
し
て
は
い
る
も
の

の
他
に
子
供
が
い
た
事
実
が
あ
る
。

応
和
元
年
七
月
十
一
日
四
歳
に
な
る
女
ご
を
喪
ひ
て
同
年
八
月
六

日
又
五
つ
な
る
を
の
こ
子
を
喪
ひ
て
無
常
の
思
ひ
物
に
ふ
れ
て
お

こ
る
悲
び
の
涙
乾
か
ず
古
高
葉
集
中
に
沙
弥
満
誓
が
よ
め
る
歌
の

中
に
世
の
中
を
何
に
母
国
へ
む
と
い
へ
る
こ
と
を
と
り
て
か
し
ら
に

お
き
て
よ
め
る
〔
一
八
九
七
五
J
八
四
〕
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こ
の
詞
書
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
二
人
の
子
供
は
天
徳
二
年
と
天
徳

元
年
と
の
出
生
で
あ
る
が
、
こ
の
時
順
は
す
で
に
五
十
才
に
近
い
。

リ
の
順
の
子
供
の
死
に
対
す
る
弔
歌
を
み
る
と
清
原
元
輔
集
に
、

順
が
子
な
く
な
り
て
侍
り
し
に
と
ぶ
ら
ひ
に
遣
す
と
て
〔
一
九
二

O
四
〕
順
が
か
へ
し
〔
一
九
二

O
五
〕
又
か
へ
し
遣
し
L

〔
一
九

二
O
六〕

と
贈
答
歌
が
み
え
て
い
る
。
応
和
元
年
の
同
じ
頃
の
制
作
と
言
え

る
。
元
輔
の
登
場
は
本
家
集
に
も
度
々
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
親

し
い
友
人
関
係
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
元
輔
も
梨
査
の
五
人
の
一

入
で
あ
り
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
も
あ
る
。
因
み
に
順
が
元
輔
に
送

っ
た
歌
を
み
る
と
、

民
部
丞
清
原
元
輔
が
弟
学
生
元
員
あ
ざ
な
清
用
み
ま
か
り
で
後
は



ふ
り
す
る
ま
で
し
ら
ず
し
て
遅
く
聞
き
に
た
る
由
元
輔
に
い
ひ
っ

か
は
す
〔
一
八
九
八
五
〕

と
い
う
の
が
あ
る
。
詠
歌
年
時
を
推
定
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
元

輔
の
民
部
丞
で
あ
っ
た
期
間
を
三
十
六
人
歌
仙
伝
で
調
べ
る
と
、
康

保
四
年
か
ら
安
和
二
年
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
旨
、
こ
の

三
年
の
聞
に
元
員
が
死
亡
し
そ
れ
に
対
し
順
が
元
輔
に
弔
歌
を
贈
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
頃
順
の
官
職
は
勘
解
由
判
官
で
あ

っ
た
。

仁j

文
学
活
動

源
順
の
文
学
活
動
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
で
め
っ
た
が
、
ま
ず
は
じ

め
に
、
高
葉
集
の
訓
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
集
の
題
詞
に

よ
れ
ば
、
村
上
天
皇
の
天
暦
五
年
十
月
三
十
日
に
昭
陽
舎
ハ
梨
壷
）

に
和
歌
所
が
創
設
さ
れ
、
清
原
元
輔
、
紀
時
文
、
大
中
臣
能
宣
、
源

順
、
坂
上
望
城
の
五
人
が
高
葉
集
に
訓
点
を
加
え
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
時
の
模
様
を
順
の
「
奉
行
文
」
「
禁
制
文
」
（
本
朝

文
粋
所
収
）
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
後
撰

和
歌
集
の
編
纂
で
あ
る
が
、
天
暦
五
年
十
月
の
宣
旨
は
、
高
葉
集
を

読
め
る
よ
う
に
訓
を
附
す
事
と
併
せ
て
後
撰
和
歌
集
を
撰
修
す
る
事

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
の
五
人
が
こ
れ
に
携
わ
っ
た
わ
け
で
あ
り

、
所
謂
梨
査
の
五
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
順
は
こ
の
宣
旨
を
賜
わ
っ

た
時
四
十
一
才
に
し
て
学
生
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
こ
の
時
の
詞
書
に
登
場
す
る
伊
予
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き

た
い
。
天
暦
五
年
の
頃
、
伊
予
は
二
十
八
才
で
蔵
人
左
近
衛
少
将
で

あ
っ
た
。
順
の
奉
行
文
に
「
雄
鯛
在
腰
抜
則
秋
霜
三
尺
雌
黄
白
口
吟

亦
寒
玉
一
聾
」
と
彼
を
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
和
漢
朗
詠
集
に

も
収
め
ら
れ
て
い
る
に
よ
っ
て
人
口
に
槍
笑
し
て
い
た
こ
と
が
思
わ

れ
る
。
伊
予
は
権
門
の
出
身
で
二
十
一
代
集
才
子
伝
に
よ
れ
ば
、
貞

信
公
孫
、
右
大
臣
師
輔
第
一
子
母
贈
正
一
位
藤
原
盛
子
、
誼
日
謙
徳

公
、
号
一
条
摂
政
、
花
山
帝
之
外
祖
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
順
の

交
流
関
係
の
中
に
登
場
す
る
、
為
光
、
遠
度
、
兼
家
、
遠
量
な
ど
も

伊
予
と
兄
弟
で
あ
り
そ
の
交
り
は
親
し
い
。
し
か
し
多
少
は
こ
れ
ら

の
権
勢
門
閥
に
お
も
ね
っ
て
い
る
故
と
言
え
よ
う
。
而
し
て
こ
の
後

撰
和
歌
集
の
編
纂
を
す
る
頃
か
ら
、
順
は
藤
原
伊
芦
系
の
邸
宅
に
出

入
り
し
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。

次
の
順
の
文
学
活
動
で
、
天
地
の
歌
の
詞
書
に
つ
い
て
少
し
く
述

べ
て
み
た
い
。
家
集
に

も
と
藤
原
の
有
忠
の
朝
臣
藤
六
が
返
し
な
り
彼
は
か
み
の
限
り
に

そ
の
文
学
を
す
ゑ
た
り
こ
れ
は
し
も
に
も
す
ゑ
時
を
も
わ
か
ち
つ

ム
よ
め
る
〔
一
八
九

O
三
1
五
O
〕

の
よ
う
な
、
天
地
詞
を
上
下
に
お
い
た
四
十
八
首
の
技
巧
的
歌
が
あ

る
。
こ
の
詞
書
の
人
物
有
忠
に
つ
い
て
は
多
少
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
ず
、
荻
谷
氏
は
平
安
朝
歌
合
大
成
で
天
禄
コ
一
年
八
月
廿
八

日
規
子
内
親
王
前
裁
歌
合
の
場
面
に
登
場
す
る
、
あ
り
た
だ
を
説
明

し
て
こ
の
天
地
の
有
忠
も
源
有
忠
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
一

体
何
故
に
藤
原
の
有
忠
を
源
の
有
忠
の
誤
り
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

- 28ー



．．
 調
書
嶺
謬
喝
事

ee見
守
将
：
t
h

う
か
。
歌
仙
家
集
本
及
び
群
書
類
従
本
、
西
本
願
寺
本
の
一
一
一
本
と
も

詞
書
が
藤
原
の
有
忠
云
々
と
あ
る
の
で
、
簡
単
に
誤
っ
た
と
も
考
え

難
い
の
で
あ
る
。
藤
原
姓
か
、
源
姓
か
い
ず
れ
に
し
て
も
有
忠
は
天

地
の
歌
の
他
に
群
書
類
従
本
、
西
本
願
寺
本
に

嬰
六
番
の
う
た

こ
れ
も
あ
り
た
だ
が
よ
み
は
じ
め
た
る
に
、
よ
み
つ
く

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
受
六
番
の
歌
も
制
作
し
て
い
る
事
が
知
ら
れ

技
巧
的
着
想
に
富
ん
で
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
こ
の
有
忠
が
藤
原
か
源
か
の
考
察
を
試
み
た
い
。
尊
卑
分
脈
を

丹
念
に
調
べ
た
結
果
、
藤
原
姓
で
は
第
五
十
九
巻
に
藤
原
有
相
の
弟

に
有
忠
（
作
者
部
類
作
真
忠
）
が
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
作
者
部

類
の
言
う
よ
う
に
真
忠
の
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
か
。
系
図
に
あ
る
そ

の
弟
な
る
真
忠
も
誤
っ
て
重
複
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
萩
谷
氏
の
言
わ
れ
る
源
有
忠
の
系
図
は

尊
卑
分
脈
第
六
十
巻
に
見
ら
れ
る
。
事
実
、
家
集
の
天
禄
三
年
八
月

廿
八
日
規
子
内
親
主
前
裁
歌
合
の
後
宴
の
記
録
に
は
「
長
門
権
守

源
の
有
忠
」
が
登
場
し
て
い
る
。
と
す
る
と
こ
の
歌
合
で
の
有
忠
と

、
天
地
の
歌
及
び
修
一
六
番
の
歌
の
有
忠
は
異
人
か
も
知
れ
ぬ
。
而
し

て
私
は
詞
書
の
「
藤
原
の
有
忠
の
朝
臣
藤
六
が
：
：
：
」
を
尊
卑
分
脈

第
五
十
九
巻
の
系
図
か
ら
判
断
し
て
重
視
し
、
四
男
の
位
置
に
あ
る

有
忠
は
六
男
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
。
と
す
れ
ば

、
真
忠
の
存
在
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
日
本
史
料
に
よ

れ
ば
天
暦
五
年
十
一
月
十
九
日
に
生
存
し
て
い
る
記
事
が
あ
る
。
私

は
理
知
的
な
技
法
を
は
じ
め
に
や
り
だ
し
た
有
忠
は
、
や
は
り
藤
原

の
系
譜
の
中
の
一
員
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
だ
か
ら
源
有
忠
で
は
な

く
系
図
に
あ
る
通
り
藤
原
の
有
忠
だ
と
解
釈
し
、
且
つ
真
忠
も
実
存

し
二
人
が
混
同
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

次
に
こ
の
天
地
の
歌
の
制
作
年
時
を
推
定
す
る
に
、
家
集
が
大
体

年
代
順
の
配
列
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
よ
そ
天
暦
年
間
で
は
あ
ろ

う
か
と
思
う
が
詳
か
で
な
い
。
た
だ
、
西
本
願
寺
本
順
集
の
解
説
の

部
に以

他
本
自
是
奥
入
了

天
暦
十
年
十
二
月
十
日
庚
申
夜
、
ふ
し
て
も
ね
ら
れ
ぬ
こ
ろ
な
り

：
・
あ
れ
は
藤
六
が
あ
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
お
り
に
や
と
ひ
之
、

み
づ
ぐ
き
の
ゆ
く
す
ゑ
ま
で
・

．．
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と
あ
る
の
を
み
る
と
、
先
の
藤
原
有
忠
が
藤
六
と
一
言
わ
れ
て
い
る
の

で
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
し
、
や
は
り
天
暦
年
間
頃
の
制
作
と
思
わ
れ

る。

同

宮
廷
関
係

我
国
最
初
の
分
類
体
の
辞
書
で
あ
る
倭
名
類
来
紗
は
源
順
の
編
纂

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
醍

醐
天
皇
の
第
四
皇
女
で
あ
る
勤
子
内
親
王
の
委
嘱
で
編
纂
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
つ
頃
の
事
件
で
あ
る
か
の
手
が
か
り
と

し
て
は
そ
の
序
文
の

縞
以
延
長
第
四
公
主
柔
徳
早
樹
淑
姿
如
花
呑
湖
陽
於
何
日
肢
龍
山
陰



於
気
岸
年
纏
七
歳
初
謁
先
帝
先
帝
以
其
姿
色
言
笑
毎
事
都
雅
特
鐘

愛
詩
・
．．．．．．．． 

で
先
帝
、
つ
ま
り
醍
醐
天
皇
の
御
代
か
ら
朱
雀
天
皇
に
代
わ
ら
れ
て

以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
本
朝
皇
胤
紹
運
録
に
、
天
慶
元

年
外
記
日
記
十
一
月
五
日
是
日
西
魁
四
品
勤
子
内
親
王
亮
と
あ
る
の

に
よ
っ
て
、
編
纂
さ
れ
た
期
間
は
明
ら
か
に
承
平
年
間
と
な
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
期
間
を
更
に
縮
め
う
る
有
力
な
裏
付
け
を
見
い
だ
し

た
。
そ
れ
は
同
じ
く
序
文
に

．
・
・
・
・
・
僕
之
先
人
幸
一
京
公
主
之
外
戚
故
僕
得
見
其
草
禄
之
神
妙
僕
之

老
母
亦
陪
公
主
之
下
風
・
．．．．． 

と
あ
る
如
く
、
承
平
五
年
秋
に
卒
し
た
順
の
母
が
こ
の
時
現
在
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
倭
名
類
家
紗
は
承
平
年
間

の
中
で
も
承
平
五
年
の
秋
以
前
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
言
で
き
よ
う
。
こ
の
頃
順
は
二
十
一
才
J
二
十
五
才
の
年
少
で
あ

る
が
、
若
く
か
ら
和
漢
に
抽
ん
じ
て
い
た
事
に
加
え
て
、
勤
子
内
親
王

と
二
従
兄
弟
の
関
係
（
尊
卑
分
脈
〉
で
あ
っ
た
事
が
考
ら
え
れ
る
。

次
に
順
の
参
会
し
た
詩
合
、
歌
合
に
つ
い
て
略
述
し
て
み
た
い
。

宮
廷
歌
人
と
言
え
る
順
は
詩
合
、
歌
合
の
作
者
と
し
て
も
断
然
た
る

活
躍
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
勝
負
を
あ
ら
そ
う
歌
人
の
立
場

で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
一
人
遊
戯
の
想
い
を
走
ら
せ
た
戯
作
的
歌
合

で
あ
っ
た
り
、
あ
る
時
に
は
内
親
王
家
の
女
房
や
、
和
漢
に
優
れ
た

文
人
達
の
中
で
歌
の
勝
負
を
判
定
す
る
重
要
な
判
者
の
立
場
で
あ
っ

た
り
し
た
。
詩
合
に
関
す
る
記
事
は
家
集
に
は
な
い
が
、
「

J

天
徳
三

年
八
月
十
六
日
闘
詩
行
事
略
記
」
（
群
書
類
従
第
百
三
十
四
）
及
び

「
天
徳
三
年
八
月
十
六
日
内
裏
詩
合
」
（
萩
谷
朴
、
平
安
朝
歌
合
大

成
〉
に
よ
っ
て
当
時
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
叉
こ
の
記
事
に
天
暦

十
年
勘
解
由
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
（
三
十
六
人
歌
仙
伝
）
順
が
当
時

も
勘
解
由
判
官
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
順
は

詩
合
の
他
に
本
朝
文
粋
に
所
載
さ
れ
て
い
る
漢
詩
文
に
よ
れ
ば
、
権
・

門
高
貴
な
家
に
も
出
入
し
て
詩
文
の
会
に
陪
席
し
沢
山
の
詩
を
詠
ん

で
い
る
の
が
わ
か
る
。

家
集
を
参
照
し
な
が
ら
平
安
朝
歌
合
大
成
に
よ
っ
て
順
が
歌
人
と

し
て
列
席
し
た
記
録
を
総
合
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

的
天
徳
四
年
三
月
品
川
日
内
裏
歌
合

同
康
保
三
年
五
月
五
日
下
総
守
順
馬
毛
名
歌
合

判
天
禄
三
年
八
月
廿
八
日
規
子
内
親
王
前
裁
歌
合

同
天
禄
四
年
七
月
七
日
資
子
内
親
王
負
態
扇
歌

帥
貞
元
二
年
八
月
十
六
日
三
条
左
大
臣
頼
忠
前
裁
歌
合

ま
ず
的
の
時
の
歌
を
家
集
に
み
る
と

天
徳
四
年
三
月
品
川
日
内
裏
の
歌
合
の
ひ
だ
り
か
た
仰
せ
に
よ
り
奉

る
三
首
〔
一
八
九
七
二

i
四〕

と
あ
る
。
天
徳
四
年
三
月
以
川
日
村
上
天
皇
の
御
主
催
に
よ
り
内
裏
の

清
涼
殿
で
催
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
次
に
帥
に
つ
い
て
、
こ

の
記
事
は
家
集
に
は
な
い
が
、
や
は
り
歌
合
（
大
日
本
史
料
所
収
）

に
よ
っ
て
成
立
時
期
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
川
刊
の
歌
合
の
模
様
は

家
集
に
よ
っ
て
も
詳
し
く
察
知
で
き
る
。
主
催
者
の
規
子
内
親
王
と
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ふ
ん
り
し
た
。
詩
合
に
関
す
る
記
事
は
家
集
に
は
な
い
が
、

天
徒

は
本
朝
皇
胤
紹
運
録
に
よ
れ
ば
村
上
天
皇
第
同
皇
女
で
あ
る
。
同
に

関
す
る
歌
は
家
集
に

一
口
町
宮
と
う
ち
と
御
碁
あ
そ
ば
さ
る
あ
ふ
ぎ
つ
く
日
な
り
宮
ま
け

給
ひ
て
七
月
七
日
に
奉
り
給
ふ
さ
ま
ざ
ま
に
た
へ
な
る
こ
と
を
議

せ
り
綾
の
も
ん
に
も
ん
じ
を
も
り
で
は
れ
る
歌
〔
一
九

O
六
O
〕

と
あ
る
。
悶
み
に
、
村
上
皇
女
資
子
内
親
王
の
一
誕
生
は
天
暦
九
年
で
、

一
品
に
叙
せ
ら
れ
た
の
は
天
禄
三
一
年
三
一
月
廿
五
日
で
あ
り
、
長
和
四

年
四
月
廿
六
日
に
六
一
才
で
嘉
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
注
目
す

べ
き
は
家
集
の
こ
の
〔
一
九

O
六
O
〕
の
歌
が
平
安
朝
歌
合
大
成
に

よ
れ
ば

沈
の
骨
に
朽
葉
の
織
物
を
張
り
て
そ
れ
に
例
の
一
一
の
歌
書
く
や
う

に
仮
名
に
織
り
つ
け
た
り
、
其
の
歌
藤
原
中
納
言
為
光

ー
、
天
津
風
あ
ふ
ぐ
と
も
ゆ
め
霧
た
つ
な
こ
は
棚
機
の
織
れ
る
錦

ぞ
と
、
為
光
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
体
ど
ち
ら
の
詠
歌
で
あ

る
の
か
検
討
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
為
光
と
い
え
ば
九
侠
右

大
臣
師
輔
公
九
男
で
母
を
醍
醐
天
皇
の
第
九
皇
女
雅
子
内
親
王
と
す

る
、
貴
人
門
閥
の
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
順
集
に
は
為
光
家
へ
の
出

入
を
一
不
す
歌
が
相
当
数
見
ら
れ
る
。
大
体
、
順
集
は
自
撰
と
み
ら
れ
て

い
る
の
か
ら
し
て
も
、
為
光
の
歌
を
さ
も
自
分
が
歌
っ
た
よ
う
に
家

集
に
載
せ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
は
、
順
が
親
L
く
出
入
さ

せ
て
貰
っ
て
い
る
為
光
か
ら
委
嘱
さ
せ
ら
れ
て
特
別
に
配
慮
し
詠
進

し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
を
順
は
家
集
に
記
し
て
お
い
た
の

家
集
に
よ
／
一
て

4
2
w
l
く
J

努，
f’
マ
ユ
）
〈
】
／
《

三
一
山
小
i

ニ
J

L

1

4

ノ：

I
1
3
7
一

こ
う
い
う
点
に
つ
い
て
は
充
分
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
歌
合
で
は
為
光
の
歌
と
な
っ
て
い

る
が
、
平
安
朝
歌
合
大
成
の
副
文
献
資
料
の
条
に
、
順
集
〔
一
九

O

六
O
〕
が
あ
げ
て
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
萩
谷
氏
も
順
集
に
為
光

と
同
じ
歌
が
あ
る
事
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
と
付
度
さ
れ
る
。

で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、

付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
帥
に
つ
い
て
は
、
家
集
に

八
月
左
大
臣
後
院
に
て
宴
会
）
な
す
夜
の
歌
〔
一
九

O
六
三

l
五〕

と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
一
首
の
中
で
詞
花
和
歌
集
に
採
ら

れ
て
J

る
〔
一
九

O
六
二
一
〕
は
詞
室
円
が
、

三
一
条
太
政
大
臣
の
家
に
て
八
月
十
五
夜
に
水
上
月
と
い
ふ
こ
と
を

よ
め
る
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と
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
左
大
臣
（
貞
元
二
年
四
月
転
左
大
臣
）
で

あ
っ
た
頼
忠
を
、
太
政
大
臣
（
貞
元
三
年
十
月
任
太
政
大
臣
）
を
以

て
呼
ん
で
あ
る
の
は
頼
忠
の
極
官
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
家
集
に
あ
る
扉
風
歌
に
つ
い
て
簡
単
に
書
き
だ
す
と
次
の

通
り
で
あ
る
。

仰
天
暦
の
御
扉
風
の
歌
（
一
首
）

同
西
宮
源
大
納
言
（
源
高
明
）
の
大
饗
の
日
奉
る
料
に
同
尺
の

扉
風
新
し
く
調
ぜ
ら
る
る
料
の
歌
（
十
八
首
）

前
朱
雀
院
の
姫
宮
（
昌
子
内
親
王
）
の
御
裳
着
の
日
の
料
に

御
扉
風
っ
か
う
ま
つ
る
に
人
々
に
仰
せ
て
奉
ら
せ
給
ふ
歌

（
七
首
）

康
保
二
年
女
五
（
盛
子
内
親
王
）
男
七
親
王
（
日
大
平
親
王
）

Q河4ニ与



同

御
鮮
風
の
一
歌
（
廿
三
首
〉

右
兵
衛
の
督
（
藤
原
忠
君
）
新
し
く
て
う
ず
る
扉
風
の
れ
う

に
（
十
二
首
）

永
観
元
年
一
候
の
藤
大
納
言
（
藤
原
為
光
）
の
家
の
寝
肢
の

障
子
に
国
々
の
名
あ
る
所
々
を
絵
に
か
け
る
か
く
歌
（
九
首
）

天
元
二
年
十
月
依
宣
旨
奉
る
御
扉
風
の
歌
（
廿
首
）

村
司
K
い
4右

の
中
村
に
つ
い
て
は
多
少
問
題
が
あ
る
の
で
考
察
し
て
み
た

い
。
昌
子
内
親
王
の
御
裳
着
の
儀
の
行
わ
れ
た
年
月
は
河
海
抄
で
は

天
暦
六
年
十
一
月
廿
八
日
で
、
日
本
一
記
略
、
小
右
記
等
で
は
応
和
元

年
十
二
月
十
七
日
と
記
録
が
重
複
し
て
い
る
。
果
し
て
、
昌
子
内
親

王
に
は
御
著
裳
の
儀
が
二
度
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
々
の

記
事
も
信
態
度
が
高
い
だ
け
に
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
。
昌
子
内
親

王
は
天
暦
四
年
の
御
誕
生
で
あ
る
か
ら
‘
前
者
の
場
合
三
才
、
後
者

の
場
合
十
二
才
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
年
令
的
に
も
、
ま
た
家
集
中

前
後
の
歌
の
位
置
か
ら
し
て
も
、
後
者
の
記
事
、
応
和
元
年
十
二
月

十
七
日
を
重
視
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
に
宮
廷
関
係
の
人
物
で
家
集
に
登
場
し
て
い
る
の
は
、
村

上
天
皇
を
御
父
と
し
、
中
宮
安
子
を
御
母
と
す
る
為
平
親
王
で
あ

る
。
為
平
親
王
が
康
保
元
年
二
月
五
日
北
野
に
於
て
子
白
の
御
遊
を

行
わ
れ
た
時
の
歌
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
合
で
す
で
に
登
場
し
て

い
る
親
子
内
親
王
が
さ
ら
に
斎
宮
規
子
と
し
て
の
登
場
が
あ
る
。
親

子
内
親
王
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
の
は
、
日
本
紀
略
に
よ
り
天
延
三

年
二
月
廿
七
日
と
な
る
。
同
じ
く
日
本
紀
略
に
よ
り
貞
元
元
年
九
月

廿
一
日
に
規
子
斎
宮
が
野
宮
に
入
ら
れ
て
い
る
。
家
集
に
そ
れ
ら
に

関
T
る
歌
四
首
が
あ
る
。
そ
の
中
で
玉
葉
和
歌
集
に
採
用
さ
れ
て
い

る
〔
一
九

O
八
七
〕
の
詞
書
に
つ
い
て
は
－
訂
正
す
べ
き
点
が
あ
る
。

玉
葉
和
歌
集
の
詞
警
は

規
子
内
親
王
伊
勢
の
い
つ
き
に
て
く
だ
り
侍
り
け
る
に
中
納
言
庶

明
長
奉
送
使
に
て
返
り
申
し
の
時
禄
な
ど
給
ひ
て
人
々
歌
よ
み
侍

り
け
る
に

と
な
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
事
件
年
時
と
し
て
規
子
斎
宮
の
伊
勢
群
行

に
関
係
す
る
記
事
を
史
料
綜
覧
に
み
る
と
、

貞
元
二
年
九
月
三
日
斎
宮
群
行
－
一
依
リ
テ
御
燈
ヲ
停
ム
（
日

本
紀
略
）
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貞
元
二
年
九
月
十
六
日
斎
宮
伊
勢
ニ
参
向
セ
ラ
ル
（
日
本
紀
略
）

と
あ
る
の
で
、
貞
一
克
一
一
年
九
月
の
事
件
と
な
る
。
こ
の
時
の
長
奉
送

使
度
幡
の
中
納
言
（
家
集
の
詞
書
）
と
は
、
公
卿
補
任
に
よ
っ
て
、

当
時
三
十
四
才
の
藤
原
顕
光
（
貞
元
二
年
四
月
廿
四
日
任
権
中
納

言
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
二
十
一
代
集
才
子
伝
を
み
れ

ば
、
藤
原
顕
光
者
、
仁
義
公
之
長
男
J

i
－
－
－
寛
仁
五
年
五
月
廿
五
日

語
、
年
七
十
六
、
号
広
幡
左
大
臣
、
又
称
堀
川
j

i
－
－
－
と
あ
る
の
で

詞
書
の
人
物
は
顕
光
に
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
玉
葉
集
の
詞
書

に
は
先
に
書
い
た
よ
う
に
・
・
中
納
言
庶
明
長
奉
送
使
：
：
：
と
あ
る
。

庶
明
は
、
宇
多
天
皇
の
御
孫
、
三
口
町
斎
世
入
道
親
主
の
三
男
で
、

す
で
に
天
暦
九
年
五
月
廿
日
五
十
一
二
才
で
発
じ
て
い
る
。
そ
れ
故
後

世
の
点
元
二
年
現
在
に
登
場
す
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
、
二
十
一



代
集
才
子
伝
に
よ
れ
ば
庶
明
も
、
広
幡
中
納
－
一
一
日
と
号
し
て
い
る
の
で

、
玉
菜
和
歌
集
の
編
纂
者
が
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
庶
明
は
顕
光
を

一
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
時
に
、
順
は
六
十
六
才
で
あ
り
こ
の
頃
の
詞

書
に
よ
れ
、
は
、
白
髪
の
老
人
で
あ
っ
た
事
、
か
窺
え
る
。

次
に
、
順
の
交
流
関
係
、
贈
答
関
係
の
あ
っ
た
人
物
を
抜
き
だ
し

略
述
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

涼
雨
明
附
は
高
明
の
家
司
の
如
き
立
場
に
あ
り
、
か
っ
、
年

令
の
開
き
も
少
な
く
二
従
兄
弟
で
も
あ
る
か
ら
親
し

く
交
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

順
は
自
分
の
沈
拾
を
憩
う
歌
を
朝
成
に
奉
っ
た
り
し

て
い
る
が
、
実
際
の
関
係
は
当
時
の
順
の
上
役
程
度

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
は
藤
原
伊
予
の
兄
弟
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
権
門

家
と
の
親
し
い
交
り
を
示
す
歌
が
家
集
に
相
当
数
見

ら
れ
る
。

代
明
親
王
を
御
父
と
し
枇
杷
大
納
言
と
号
し
て
い

た
。
家
集
、
漢
詩
文
に
も
萱
場
し
て
い
る
。

為
光
公
の
一
男
。

伊
予
公
の
四
男
o－

双
方
の
家
集
に
贈
答
歌
が
数
首
あ
る
。

藤
原
朝
成

藤
原
為
光

速
度

兼
家

遠
量

源藤
原
誠
信

藤
原
義
孝

中
務

兼
盛

平

iゆ

交
流
人
物

延
光

光
孝
天
皇
の
子
孫
で
順
と
友
人
関
係
。

同

阪
の
官
歴

と
こ
で
順
の
官
歴
を
残
す
三
十
六
人
歌
仙
伝
の
う
ち
、
天
元
二
年

正
月
任
能
登
守
は
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
家
集
〔
一
九
一
一

一
一
一
〕
の
題
調
も
同
じ
く
訂
正
が
必
要
で
あ
る
。
）
理
由
は
次
の
二
点

で
あ
る
。

①
本
朝
文
粋
の
「
請
殊
蒙
天
思
依
和
泉
国
所
済
技
別
功
散
位
労

次
第
被
拝
任
伊
賀
伊
勢
等
の
国
守
闘
状
一
の
申
官
爵
は
、
天
禄

二
年
よ
り
九
年
も
散
仕
で
あ
っ
た
源
順
が
、
天
元
三
年
正
月
二

三
日
に
誠
埋
誠
恐
謹
ん
で
申
し
上
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
源
順
集
に
、
天
元
二
年
十
月
依
宣
旨
奉
る
御
扉
風
の
歌
の

最
後
に
次
の
歌
が
あ
る
。

此
の
歌
を
奉
ら
す
る
つ
い
で
に
仰
せ
承
る
蔵
人
に
や
る

程
も
な
き
泉
計
に
沈
む
身
は
い
か
な
る
罪
の
深
き
な
る
ら
む

（
一
九
一
一
一
）

こ
れ
は
、
康
保
同
年
和
泉
守
に
任
じ
ら
れ
て
・
以
後
、
こ
の
時
現
在
散

位
で
あ
る
ご
と
を
↓
証
し
て
い
る
。
こ
の
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う

に
、
〔
一
九
一
一
一
一
一
〕
の
歌
は
①
の
款
状
に
よ
る
功
で
能
登
守
に
な

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
題
詞
を
つ
天
一
万
三
年
春
能
登
守
に
：
：
：
」

と
正
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
三
十
六
人
歌
仙
伝
は
天
元
三
年

任
能
登
守
と
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
順
の
三
十
六
人
歌
仙
伝
に
つ
い
て
不
備
な
党
を
見
い
だ

し
た
。
天
延
六
年
十
一
月
二
十
五
日
叙
従
五
位
上
が
そ
れ
で
あ
る
。

第
一
に
天
延
年
間
は
四
年
で
あ
っ
て
六
年
で
は
な
い
。
次
に
、
本
朝
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文
粋
の
順
の
申
官
爵
に
「
請
殊
蒙
天
恩
因
准
前
例
依
和
泉
国
巧
補
淡

路
守
闘
状
」
と
あ
り
、
天
延
四
年
正
月
二
十
八
日
敬
位
従
五
位
上
と

署
名
し
て
あ
る
の
で
も
そ
の
こ
と
は
お
か
し
い
。
推
察
す
る
に
、
天

延
六
年
十
一
月
二
十
五
日
叙
従
五
位
上
は
、
天
延
元
年
十
一
月
二
十

五
日
叙
従
五
位
上
で
は
あ
る
ま
い
か
。
恐
ら
く
一
万
を
六
と
誤
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

文
章
ー
は
家
を
興
す
と
い
う
の
に
、
順
ほ
ど
和
漢
の
学
の
識
者
で
あ

り
賢
才
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
涯
官
位
に
は
め
ぐ
ま
れ
な

か
っ
た
。
天
暦
五
年
彼
は
四
十
一
に
し
て
学
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
間

一
体
何
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
引
手
の
な
い
順
は
学

問
で
以
て
身
を
た
て
る
以
外
に
な
い
と
決
心
し
、
他
日
の
大
成
を
期

す
る
為
、
刻
苦
勉
励
し
て
和
歌
や
漢
詩
文
を
自
分
の
も
の
と
し
た
に

違
い
な
い
。
し
か
し
雌
伏
多
年
に
し
て
、
や
っ
と
得
た
の
は
勘
解
由

判
官
の
任
で
し
か
な
か
っ
た
。
拾
遺
和
歌
集
の
「
身
の
沈
み
ぬ
る
こ

と
を
な
げ
き
て
勘
解
由
判
官
に
て
L

の
長
歌
が
思
い
起
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
順
は
自
分
の
一
官
位
の
沈
論
に
よ
る
寂
し
さ
を
詩
文
や
和
歌
に

詠
ん
だ
。
そ
れ
は
、
本
朝
文
粋
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
無
尾
牛

歌
」
（
：
：
・
臨
老
居
官
官
俸
薄
一
両
億
一
僕
不
肯
留
草
青
春
不
乗
肥
馬

雪
白
冬
難
擁
善
菜
：
：
：
）
「
病
中
間
羽
林
藤
将
軍
戯
題
夜
行
舎
人
烏

養
有
三
一
之
絶
句
兼
見
藤
播
州
橘
員
外
源
進
士
等
奉
和
之
古
調
一
感
一

歎
継
以
狂
歌
」
（
：
：
：
汝
僕
一
家
功
己
顕
我
臣
三
代
志
未
櫨
昔
自
天

暦
至
康
保
再
直
秘
閑
撰
御
書
：
：
：
）
「
高
鳳
刺
貴
践
之
同
交
歌
」
（

・
：
共
恥
白
物
之
入
青
雲
〕
等
に
見
ら
れ
て
悲
痛
で
あ
る
。
家
集
に

も、
君
は
早
や
人
並
々
に
出
立
ち
て
沈
み
に
沈
む
我
に
逢
ふ
な
よ

程
も
な
き
泉
計
に
沈
む
身
は
い
か
な
る
罪
の
深
き
な
る
ら
ん

と
身
の
不
遇
を
嘆
く
歌
が
み
ら
れ
る
が
順
の
苦
節
は
想
像
に
余
り
あ

る
。
而
し
て
、
本
朝
文
粋
に
は
順
が
一
二
度
も
「
申
官
爵
」
を
し
て
い

る
こ
と
が
一
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
順
に
は
低
官
位
の
嘆
き
と
共
に

、
老
年
に
入
つ
て
は
、
持
病
脚
気
の
悲
し
み
が
あ
っ
た
こ
と
が
本
朝

文
粋
の
詩
文
中
や
、
家
集
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
悲
風
惨

雨
の
感
が
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
代
に
名
を
得
ょ
う
、
自
分
の
生
れ

た
運
命
を
努
力
に
よ
っ
て
切
り
開
き
、
地
位
を
築
こ
う
と
奮
闘
し
た

順
は
、
賞
讃
に
価
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

最
後
に
、
勅
撰
集
に
採
用
さ
れ
た
源
順
の
歌
は
、
勅
撰
作
者
部
類
に

よ
れ
ば
計
五
十
二
円
で
あ
る
o

し
か
し
、
こ
の
内
三
自
は
除
か
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
風
雅
の
春
上
己
、
冬
と
い
う

内
春
上
に
は
二
百
の
み
し
か
見
い
だ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に

、
風
雅
和
歌
集
の
全
部
を
調
べ
た
が
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
風
雅

和
歌
集
の
一
首
を
訂
正
し
て
合
計
五
十
首
が
勅
慎
集
に
入
歌
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。
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